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〒 919-1192　美浜町郷市 25-25

 ☎　0770-32-1111( 代表 )

 FAX　0770-32-1115( 代表 )

HP    https://www.town.fukui-

      mihama.lg.jp/

情報BOX
Mihama Information 

美浜町役場

Mihama　Information

お
知
ら
せ

※お問い合わせ先　　町まちづくり推進課（担当・川畑）☎ 32‐6701

｢

ク
ー
ル
ビ
ズ｣

に

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

　

町
で
は
、地
球
温
暖
化
問
題
に
対
処
し
、

環
境
と
共
生
す
る
ビ
ジ
ネ
ス
ス
タ
イ
ル
の

定
着
を
図
る
た
め
、
ク
ー
ル
ビ
ズ(

夏
季

の
適
正
冷
房
に
応
じ
た
軽
装
勤
務)

を
実

　
　

町
総
務
課(

担
当
・
久
木)

☎
32
‐
６
７
０
０

● 

実
施
期
間　

　

5
月
1
日(
土)

～
９
月
30
日(

木)

● 

取
組
内
容

　

・
適
正
冷
房(

28
℃
以
上)

の
実
施

　

・
適
正
冷
房
に
応
じ
た
軽
装(

職
員
と

　
　

し
て
の
信
用
と
品
位
を
損
わ
な
い
服

　
　

装)

で
の
勤
務

　

町
の
公
共
施
設
を
ご
利
用
い
た
だ
く
皆

さ
ん
に
も
、
適
正
冷
房
へ
の
ご
理
解
と
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
会
議
等
の
ご
案
内
を
さ
せ
て
い

た
だ
く
場
合
に
、
軽
装
で
の
ご
出
席
を
お

問 願
い
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
際
に

は
、
適
正
冷
房
に
応
じ
た
軽
装
で
の
ご
出

席
を
お
願
い
し
ま
す
。

下
水
道
世
帯
人
員
変
更
届
出
及
び

水
道
使
用
者
の
名
義
変
更
に
つ
い
て

　

一
般
家
庭
用
の
下
水
道
使
用
料
は
、原

則
と
し
て
住
民
票
の
世
帯
人
数
で
計
算
し

て
い
ま
す
。世
帯
人
数
に
異
動
が
あ
っ
た
時

(

転
入
、転
出
、出
生
、死
亡
等)

は｢

世
帯
人

員
変
更
届
出
書｣

の
提
出
が
必
要
に
な
り

ま
す
。

　
　

町
上
下
水
道
課(

担
当
・
中
川
）

☎
32
‐
１
３
４
１

問

　国民年金は、年をとったときやいざというときの生活を働いている世代
みんなで支え合おうという考えで作られた仕組みです。
　20歳以上60歳未満の方は、国民年金に加入することが義務付けられてい
ます。20歳になったら、忘れずに国民年金の加入手続きをしましょう。

● 学生納付特例制度とは

　学生は一般的に所得が少ないため、本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予
される制度です。
　対象となる学生は、学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修
学校及び各種学校(修業年限１年以上の課程)、一部の海外大学の日本分校に在学する方です。

国民年金のポイント

● 納付猶予制度とは
　学生でない50歳未満の方で、本人及び配偶者の所得が一定額以下の場合に、国民年金保険料の納付が
猶予される制度です。

● 将来の大きな支えになります
　国が責任をもって運営するため安定しており、年金の給付は生涯にわたって保障されます。
● 年金は老後のためだけのものではありません
　国民年金には、65歳から受け取りできる老齢年金のほか、若い方でも万が一のときに受け取り可能
な｢障害年金｣や｢遺族年金｣があります。

｢学生納付特例制度｣と｢納付猶予制度｣

2 0 歳 に な っ た ら 国 民 年 金

※お問い合わせ先　 日本年金機構敦賀年金事務所 ☎ 23‐9904
町住民環境課 ( 担当 ･ 石井 )　 ☎ 32‐6703

各
種
団
体
か
ら
の
要
望
を

受
け
付
け
ま
す

　

自
衛
消
防
力
の
維
持
は
も
と
よ
り
、
自

衛
消
防
へ
の
関
心
を
高
め
る
こ
と
を
目
的

に
、
地
区
や
事
業
所
等
か
ら
の
各
種
消
防

訓
練
の
要
望
を
募
集
し
ま
す
。

● 

対
象
団
体　

　

・
地
区

　

・
事
業
所

　

・
各
種
団
体
、
サ
ー
ク
ル
等

● 

実
施
期
間　

令
和
3
年
度
内

● 

訓
練
内
容

　

・
操
法
要
領
習
得
訓
練(

次
回
大
会
か

　
　

ら
操
法
要
領
が
変
わ
り
ま
す)

　

・
消
火
器
等
に
よ
る
初
期
消
火
訓
練

　

・
救
急
訓
練

　

・
救
助
、
救
出
訓
練

● 

そ
の
他

　

日
程
や
訓
練
内
容
に
つ
い
て
は
、
ま
ず

お
電
話
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
申
込
に
つ
い

て
は
、
敦
賀
美
方
消
防
組
合
美
浜
消
防
署

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
様
式
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
し
て
い
た
だ
き
、
必
要
事
項
を
記
入
の

上
、
美
浜
消
防
署
ま
で
提
出
く
だ
さ
い
。

　
　

美
浜
消
防
署(

担
当
・
江
上
）

☎
32
‐
１
１
９
０

問

　国では、6 月 1 日を基準日として ｢ 令和 3 年経済センサス - 活動調査 ｣

を実施します。

　本調査は、日本の経済活動の状態を明らかにし ｢ 日本の経済力 ｣ を知る

ための重要な調査です。事業所及び企業の皆さんには、本調査の意義と

重要性をご理解いただき、ご協力をお願いします。

・名称及び電話番号　・従業員数　・所在地　・主な事業の内容　・経営組織　・売上 ( 収入 ) 金額等
 【調査事項】

【事業所情報は固く守ります】
　｢ 令和 3 年経済センサス - 活動調査 ｣ は ｢ 統計
法 ｣ という法律に基づき行われ、調査への回答は
本法律により義務として定められています。
　調査関係者が調査内容を他に漏らしたり、調査
内容を統計法に規定されている利用目的以外 ( 税
金の徴収資料等 ) に使用することは、固く禁じら
れています。

●支社等のある企業本社　

国、県が郵送により調査の回答に必要な書類を配布し、回収します。

②調査票による回答
　調査票に黒ボールペンで漏れ
なく記入し郵送で提出してくだ
さい。
※調査員による回収は行いません。

①インターネットによる回答
　｢ 調査対象者 ID｣ 等を用いて、
パソコンで回答してください。

●支社等のない単独事業所　

　5 月下旬に、調査員が事業所等を訪問し、調査の回答に必要な

書類を配布します。以下のどちらかの方法で回答してください。

 【調査の流れ】

※インターネット回答期間は、5 月

　20日(木)から6月8日(火)です。

【調査全般に関するお問い合わせ先】
コールセンター　☎ 0120-430-103

○受付期間　 令和 3 年 5 月 6 日 ( 木 ) ～

　　　　　　9月30日(木)　（土･日･祝日含む）

○受付時間　午前 9 時～午後 8 時

新型コロナウイルス感染防止のため、調査書類の配布や受け取りをで
きる限り調査員が対面しない方法で行うようにしています。また、回
答はできる限りインターネットでお願いします。

【インターネット回答に関するお問い合わせ先】

コールセンター　☎ 0120-619-730

福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る

苦
情
相
談
窓
口
の
お
知
ら
せ

　

福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
、
い
や
な

思
い
を
し
た
等
、
事
業
所
に
直
接
相
談
し

に
く
い
場
合
や
、
事
業
所
と
の
話
し
合
い

で
解
決
で
き
な
か
っ
た
場
合
等
、
お
気
軽

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

● 

相
談
時
間　

　

月
曜
日
～
金
曜
日

　

午
前
9
時
～
午
後
5
時

　
　
　
　
　

(

祝
日
・
年
末
年
始
除
く)

問
　
　

福
井
県
運
営
適
正
化
委
員
会
事
務
局

☎
０
７
７
６
‐
24
‐
２
３
４
７

施
し
て
い
ま
す
。

な
っ
て
い
る
方
が
世
帯
に
戻
ら
れ
た
時
に

は
、必
ず
増
員
の
届
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

そ
の
他
、
水
道
使
用
者
の
名
義
を
変
更

し
た
い
場
合
に
は｢

水
道
使
用
異
動
届｣

や

｢

下
水
道
使
用
者
変
更
届
出
書｣

の
提
出
が

必
要
で
す
。

　

各
種
届
出
書
は
、
役
場
上
下
水
道
課
窓

口
、
も
し
く
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　

ま
た
、単
身
赴
任
、進
学
、長
期
入
院
等

の
特
別
な
理
由
に
よ
り
、美
浜
町
に
住
民

票
を
置
い
た
ま
ま
町
外
に
転
出
さ
れ
た
時

も
、届
出
に
よ
り
減
員
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。な
お
、特
別
な
理
由
に
よ
り
減
員
と

　

・
防
災
、
防
火
講
話

　

・
そ
の
他
、
消
防
に
関
す
る
訓
練

特
設
人
権
相
談
所
を
開
設
し
ま
す

　

法
務
省
及
び
全
国
人
権
擁
護
委
員
連
合

会
は
、
6
月
1
日
を｢

人
権
擁
護
委
員
の

日｣

と
定
め
、
全
国
各
地
で
特
設
人
権
相

談
所
を
開
設
し
ま
す
。
い
じ
め
や
体
罰
、

虐
待
、
差
別
に
関
す
る
ト
ラ
ブ
ル
等
、
地

域
住
民
の
皆
さ
ん
か
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
相

　
　

福
井
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課

☎
０
７
７
６
‐
22
‐
４
２
１
０

●

日　

時　

6
月
1
日(

火)

　
　
　
　
　

午
後
1
時
～
3
時

● 

会　

場　

は
あ
と
ぴ
あ

● 

費　

用　

無
料

問 談
に
応
じ
ま
す
。
一
人
で
悩
ま
ず
お
気
軽

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
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※お問い合わせ先　 町まちづくり推進課　移住・定住推進室 ( 担当・中瀬 ) ☎ 32‐6701

● 

試
験
の
程
度　
　

高
校
卒
業
程
度

● 

受
付
期
間

　
　

6
月
21
日(

月)

午
前
9
時
～

　
　
　
　
　
　

6
月
30
日(

水)

受
信
有
効

● 

申
込
方
法

　
　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
り
行
っ
て
く

　

だ
さ
い
。

問
　
　

人
事
院
中
部
事
務
局

☎
０
５
２
‐
９
６
１
‐
６
８
３
８

募
集･

申
請
等

放
送
大
学
令
和
3
年
10
月
入
学
生
を

募
集
し
ま
す

● 

出
願
期
間　

　

・
第
1
回
募
集

　
　

6
月
10
日(

木)

～
8
月
31
日(

火)

　

・
第
2
回
募
集

　
　

9
月
1
日(

水)

～
9
月
14
日(

火)

　
　

放
送
大
学
福
井
学
習
セ
ン
タ
ー

☎
０
７
７
６
‐
22
‐
６
３
６
１

問 令
和
4
年
4
月
採
用
の

税
務
職
員
を
募
集
し
ま
す

● 

受
験
資
格　

　

① 

令
和
3
年
4
月
1
日
に
お
い
て
、
高

等
学
校
ま
た
は
中
等
教
育
学
校
を
卒

業
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
3

年
を
経
過
し
て
い
な
い
方
及
び
令
和

4
年
3
月
ま
で
に
高
等
学
校
ま
た
は

｢ 美 し い 浜 プ ロ ジ ェ ク ト i n 水 晶 浜 ｣ の 参 加 者 を 募 集 し ま す

　町では、町が誇る ｢ 美 ｣ しい ｢ 浜 ｣ を守るため ｢ 美しい浜プロジェクト ｣ と題して海岸清掃等の活動
を実施していきます。今回は、町内の一斉清掃活動として実施するクリーンアップふくい in 美浜に合
わせて、水晶浜を会場に海岸清掃を実施します。
　私たちの身近にある ｢ 美 ｣ しい ｢ 浜 ｣ を守るため、ぜひ、清掃活動にご参加ください。

ホームページはこちら

●日　時　　6 月 13 日 ( 日 ) 午前 8 時～ 10 時

●集合場所　水晶浜第 2 駐車場

●対象者　　県内在住の方

●申込方法　町ホームページの申込フォームより
　　　　　　お申し込みください。

●申込期限　6 月 4 日 ( 金 ) まで

●注意点

・新型コロナウイルスの感染拡大状況により、
  中止等の判断を行うことがあります。

・感染症対策のため、マスク着用の徹底をお願い
  します。

・当日の受付時には、手指の消毒や検温を行いま
  すので、ご協力ください。
※体調不良や発熱が確認された場合、参加をご
   遠慮いただくことがあります。

・ゴミ拾いに必要な道具 ( ゴミ袋、軍手、トング等 )
 はこちらで用意します。

実施日時 情報伝達手段 放 送 内 容

6月17日(木)

午前10時頃

防災行政無線
及び

音声告知放送

 

防災情報伝達システムを用いた全国一斉の

注)当日は、美浜町以外の地域でも、全国一斉に伝達試験が実施されます。

緊急情報の伝達試験を実施します

< チャイム > こちらは防災美浜町です。ただ今から訓練放送を行います。

｢ 緊急地震速報。大地震です。大地震です。これは訓練放送です。｣(3 回 )
< 緊急地震速報チャイム音 >

※お問い合わせ先　町エネルギー政策課 防災･原子力対策室(担当・田村) ☎32‐6716

イ
ベ
ン
ト･

行
事

美
浜
町
歴
史
文
化
館
第
4
回
速
報
展

｢

高
善
庵
遺
跡
、
発
掘
最
前
線｣

4
月
17
日(

土)

～

6
月
27
日(

日)

● 

会　

期

● 

会　

場

町
歴
史
文
化
館

● 

費　

用

大
人
１
０
０
円

小
・
中
学
生
50
円

● 

内　

容

興
道
寺
、
高
善
庵
遺
跡
に
お

け
る
近
年
の
発
掘
成
果
を
紹

介
し
ま
す
。

問
　
　

町
歴
史
文
化
館

(

担
当
・
松
葉)

☎
32
‐
０
０
２
７

申込先
　QRコード

中
等
教
育
学
校
を
卒
業
す
る
見
込
み

の
方

　

② 

人
事
院
が
①
に
掲
げ
る
方
に
準
ず
る

と
認
め
る
方

｢

児
童
手
当
・
特
例
給
付
現
況
届｣

の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す

　

児
童
手
当
等
の
現
況
届
は
、
前
年
の
所

得
と
6
月
1
日
現
在
に
お
け
る
児
童
の
養

育
状
況
等
を
確
認
す
る
も
の
で
す
。

　

6
月
分
以
降
の
支
給
を
受
け
る
た
め
に

必
要
で
す
の
で
、
必
ず
期
限
ま
で
に
持
参

ま
た
は
郵
送
で
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

● 

提
出
期
限　

6
月
30
日(

水)

消
印
有
効

問
　
　

町
健
康
福
祉
課(

担
当
・
山
口)

　
　
　
　
　
　
　
　
　

☎
32
‐
６
７
０
４

● 

提
出
書
類

　

・
現
況
届

　

・
受
給
者(

保
護
者)

の
健
康
保
健
被
保

　
　

険
者
証(

写)

保
育
園
園
庭
開
放
事
業
の
ご
案
内

　

町
で
は
、
美
浜
ほ
っ
と
子
育
て
応
援
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
２
０
２
１
の
一
環
と
し
て
、

子
ど
も
が
伸
び
伸
び
と
遊
べ
る
場
の
提
供

を
目
的
と
し
て
、
町
内
各
保
育
園
の
園
庭

を
開
放
し
ま
す
。

● 

開
放
日

　

・
み
ず
う
み
保
育
園 

毎
月
第
1
日
曜
日

　

・
せ
せ
ら
ぎ
保
育
園 

毎
月
第
2
日
曜
日

　

・
あ
お
な
み
保
育
園 

毎
月
第
3
日
曜
日

　

※
令
和
3
年
10
月
ま
で

● 

開
放
時
間　

午
前
9
時
～
正
午

● 

対
象
者

　

 

小
学
生
ま
で
の
児
童(

就
学
前
の
児
童

は
、
必
ず
保
護
者
同
伴
に
て
ご
利
用
く

だ
さ
い)

● 

そ
の
他

　

・
利
用
に
係
る
注
意
事
項
等
に
つ
い
て

　
　

は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

　
　

さ
い
。

　

・
荒
天
が
予
想
さ
れ
る
場
合
や
、
園
行

　
　

事
が
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
開
放
を

　
　

中
止
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
　

町
健
康
福
祉
課(

担
当
・
山
口)

☎
32
‐
６
７
０
４

問

労 働 保 険 の お 知 ら せ

です。管轄の労働局・労働基準監督署・金融機関で

申告・納付をお願いします。年度更新の申告書は、

管轄の労働局・労働基準監督署への郵送や電子申請

でも受け付けておりますので、ご活用ください。

　年度更新申請書は、5 月末頃に発送予定です。年

度更新申告書の書き方及び申告・納付方法等の詳

細については、年度更新申告書に同封しているパ

ンフレット等をご参照ください。厚生労働省ホー

ムページでもご覧いただけます。

※お問い合わせ先　厚生労働省労働基準局労働保険徴収課　☎03‐5253‐1111

　なお、年度更新期間内に申告・納付の手続きが困

難な場合には、通話料無料の年度更新コールセン

ター (0800‐555‐6780) までご相談ください。( 開

設期間は、5 月 31 日 ( 月 ) ～ 7 月 16 日 ( 金 ))

令和3年度労働保険(労災保険・雇用保険)
の年度更新期間について

厚労省ホームページ
QRコード

手続きの際は｢電子申請｣をご活用ください

　自宅やオフィスから 24 時間いつでも申請や届出

が可能です。また、労働保険料の納付は口座振替や

電子納付が便利です。

e-Gov
QRコード

　年度更新期間は、6 月 1 日 ( 火 ) ～ 7 月 12 日 ( 月 )

●電子申請は ｢e-Gov｣ から行うことができます。

● 労働保険関係手続き ( 一部手続きを除く ) は、Ｇビズ

ＩＤを利用して行うことができます。

●労働保険料の納付は、口座振替や電子納付が可能です。

こちらは防災美浜町です。これで訓練放送を終わります。< チャイム >
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子
ど
も･

子
育
て
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

(

担
当･

加
藤)

☎
32
‐
０
１
９
２

問
● 

そ
の
他

言
葉
の
発
達
の
心
配
事
に
つ

い
て
も
相
談
で
き
ま
す
。

6
月
14
日(

月)

〜

6
月
28
日(

月)

● 

申　

込

● 

講　

師

福
井
県
子
ど
も
療
育

セ
ン
タ
ー
言
語
聴
覚
士

　
　

福
井
県
社
会
福
祉
協
議
会
嶺
南
支
所

☎
０
７
７
０
‐
52
‐
７
８
３
３

ふ
く
い
福
祉
就
職
フ
ェ
ア

　
福
祉
の
職
場
説
明
・
面
談
会
を

開
催
し
ま
す

　

福
祉
の
職
場
へ
就
職
を
希
望
す
る
方
や

関
心
の
あ
る
方
を
対
象
に
、
採
用
担
当
者

と
の
個
別
面
談
会
を
開
催
し
ま
す
。｢

ち
ょ

こ
っ
と
働
く｣

相
談
も
可
能
で
す
。
参
加

す
る
事
業
所
は
、
福
井
県
社
会
福
祉
協
議

会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
し
ま
す
。

● 

日　

時　

6
月
12
日(

土)

　
　
　
　
　

午
後
1
時
30
分
〜
3
時
30
分

● 

会　

場　

敦
賀
市
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　

あ
い
あ
い
プ
ラ
ザ

● 

費　

用　

無
料(

入
退
出
自
由)

10
組

● 

定　

員

教
室･

講
座･

説
明
会
等

シ
ニ
ア
向
け
出
張
就
職
相
談
会
を

開
催
し
ま
す

7
月
9
日(
金)

　
　

午
前
10
時
〜
午
後
3
時

● 

日　

時

● 

会　

場

敦
賀
市
プ
ラ
ザ
萬
象

第
3
会
議
室

　

60
歳
代
、
70
歳
代
の
皆
さ
ん
の｢

働
き

た
い｣

を
応
援
し
ま
す
。
お
仕
事
を
お
探

し
の
シ
ニ
ア
の
皆
さ
ん
、
お
気
軽
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

子
ど
も･

子
育
て
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

の
催
し
を
お
知
ら
せ
し
ま
す

◆｢

親
子
ふ
れ
あ
い
遊
び｣

6
月
16
日(

水)

午
前
10
時
15
分
〜
10
時
45
分

● 

日　

時

● 

対　

象

町
内
在
住
親
子

● 

会　

場

は
あ
と
ぴ
あ

○
さ
く
ら
ん
ぼ
ひ
ろ
ば

6
月
1
日(

火)

〜

6
月
15
日(

火)

ま
で

● 

申　

込

● 

対　

象

お
お
む
ね
55
歳
以
上
の
方

● 

そ
の
他

　

 

相
談
に
は
、
予
約
が
必
要
で
す
。

福
井
県
シ
ニ
ア
人
材
活
躍

　
　
　
　
　
　
　
　

支
援
セ
ン
タ
ー

☎
０
７
７
６
‐
43
‐
０
８
８
１

問

◆｢

言
葉
の
発
達
に
つ
い
て｣

6
月
29
日(

火)

午
前
10
時
30
分
〜
11
時
30
分

● 

日　

時

● 

対　

象

町
内
在
住
親
子

● 

会　

場

は
あ
と
ぴ
あ

○
育
児
講
座

● 

定　

員

10
組

● 

講　

師

重
兼 

和
美 

氏

(

子
育
て
マ
イ
ス
タ
ー)

み
は
ま
土
曜
歴
史
文
化
講
座
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
開
催
し
ま
す

6
月
5
日(

土)

午
前
10
時
〜
11
時
30
分

● 

日　

時

● 

会　

場

美
浜
町
歴
史
文
化
館

● 

講　

師

金
田 

久
璋 

氏

(

日
本
地
名
研
究
所
長)

● 

対　

象

県
内
に
在
住
の
方

● 

定　

員

20
名

● 

そ
の
他

　

 

受
講
に
は
、
申
し
込
み
が
必
要
で
す
。

● 

内　

容

家
庭
で
も
で
き
る
簡
単
な

ふ
れ
あ
い
遊
び
を
し
ま
す
。

● 

費　

用

無
料

◆｢

妊
婦
向
け
絵
本
セ
ラ
ピ
ー｣

6
月
1
日(

火)

〜

6
月
14
日(

月)

● 

申　

込

● 

講　

師

松
井 

由
起
子 

氏

(

絵
本
セ
ラ
ピ
ス
ト)

10
組(

町
内
在
住
者
優
先)

● 

定　

員

6
月
15
日(

火)

午
後
2
時
〜
3
時
15
分

● 

日　

時

● 

対　

象

妊
婦
の
方

● 

会　

場

は
あ
と
ぴ
あ

6
月
1
日(

火)

午
後
1
時
30
分
〜
3
時

● 

日　

時

● 

会　

場

こ
る
ぱ

● 

講　

師

山
田 

善
杜 

氏

(

越
前
町
善
性
寺)

● 

対　

象

ど
な
た
で
も

● 

定　

員

8
名

● 

費　

用

５
０
０
円

美
浜
町
健
康
楽
膳
拠
点
施
設
こ
る
ぱ
の

　
　
　
　
催
し
を
お
知
ら
せ
し
ま
す

◆
こ
る
ぱ
で
お
話
し
会

　

｢

塩
ｊ
ｏ
ｙ
Ｌ
ｉ
ｆ
ｅ
の
す
す
め｣

◆
健
康
フ
ラ
体
験

6
月
24
日(

木)

午
後
2
時
〜
3
時
30
分

● 

日　

時

● 

会　

場

園
芸
Ｌ
Ａ
Ｂ
Ｏ
の
丘

● 

講　

師

荒
木 

和
枝 

氏(

福
井
ア
ロ

　

ハ
レ
イ
フ
ラ
ス
タ
ジ
オ)

● 

対　

象

ど
な
た
で
も

● 

費　

用

無
料

● 

持
ち
物

タ
オ
ル
、
動
き
や
す
い
服
装

美
浜
町
健
康
楽
膳
拠
点
施
設
こ
る
ぱ

☎
32
‐
２
１
５
５

問

も
の
忘
れ
相
談
会
を
開
催
し
ま
す

6
月
25
日(

金)

午
後
2
時
〜
3
時

● 

日　

時

● 

会　

場

な
び
あ
す

● 

対　

象

　

 

町
内
在
住
で
、
物
忘
れ
や
認
知
症
に
つ

い
て
不
安
の
あ
る
人
ま
た
は
そ
の
家
族

● 

定　

員

2
名(

要
事
前
申
し
込
み)

● 

費　

用

無
料

町
健
康
福
祉
課(

担
当･

四
ツ
谷)

☎
32
‐
６
７
０
４

問

問
　
　

美
浜
町
歴
史
文
化
館

(

担
当
・
松
葉)

☎
32
‐
０
０
２
７

◆
第
2
回｢

七
不
思
議
の
見
つ
け
方

〜
佐
田
伝
統
文
化
保
存
会
と

ま
ち
づ
く
り
ビ
ジ
ョ
ン
〜｣

　新たに直系親族と近居する方
　(直系卑属の単独世帯は除く )

● 対象者

● 対象となる住宅

● 補助額
①住宅の建設または新築住宅を購入する場合
　30万円

● 対象者
町内にある、自ら居住するために所有する一戸建
て住宅を改修し、新たに多世帯同居をする方また
は多世帯同居の世帯数が1以上増える方
● 対象となる改修工事
① ｢既存住宅の間取りの変更及び増築を伴う間取
　りの変更 ｣｢ バリアフリー改修 ｣｢ 設備の改修 ｣
　のいずれかの工事。

● 補助額
対象工事に要する費用の2分の 1以内
(上限 90万円 )

　子育てや介護等、多世帯で助け合いながら暮らせ

るまちづくりを推進するため、親族との

｢近居 ｣や ｢ 多世帯同居 ｣にかかる新築やリフォー

ム等費用の一部を補助します。

　交付申請書に必要書類を添付の上、町まちづくり推進課移住・定住推進室へ提出してく
ださい。申請書は、町ホームページからダウンロードするか、町まちづくり推進課移住定
住推進室窓口に設置のものをお使いください。

※お問い合わせ先　町まちづくり推進課 移住・定住推進室(担当･木谷) ☎32‐6701

親族と近居 ･多世帯同居する人を
応援します！

・工事は、補助金の交付決定後に着工し、令和4年 3月 1日 ( 火 ) までに完成すること。
・町税等に滞納が無いこと。

②中古住宅を購入する場合50万円

①一戸建て住宅であること。
　(住宅の床面積の2分の 1以上に相当する部分
　が当該居住の用に供され、浴室・トイレ・キッ
　チンを完備しているもの )
②建設 ･購入は、福井県内に主たる営業所を
　有する建設業者または個人業者で行うこと。

②美浜町内に主たる営業所を有する建設業者また
　は個人業者が施工する工事。

申請方法

申請条件

その他 申込者多数の場合は、予算の範囲内において先着順となります。

①親族との近居を目的とする
一戸建て住宅の新築 ･購入費補助

②親族との多世帯同居を目的とする
　一戸建て住宅のリフォーム工事費補助

　町内の ｢空家 ｣の購入やリフォームに要する経費

の一部を補助します。また、空家を賃借した場合の

家賃の一部についても補助します。

● 対象となる空家
｢美浜町空き家情報バンク｣に登録されている一定
期間以上居住者のない住宅
● 対象となる工事
　対象となる空家の修繕、改修、模様替え等で、
かつ、町内業者の施工による30万円以上の費用
を要する工事

● 補助額
空家の購入に要する費用の1／ 2以内
または対象工事に要する費用の1／ 2以内
(いずれも上限100万円 )

①の対象となる空家を賃借する方
● 対象者

● 補助額
家賃月額の1／ 2以内
(上限 20,000円 )

補助開始日に属する月から賃貸借契約が終了した
月まで (最長 24ヶ月 )

● 補助期間

空家の購入・リフォームをする人を
応援します！

②空家を賃借した場合の家賃補助

①空家の購入に要する費用または
リフォーム工事に要する費用の補助

● 対象者
①空家を購入する移住者 ( ※ 1)、子育て世帯
　(※ 2)、新婚世帯 (※ 3)
②空家を購入し、リフォームする移住者、子育て
　世帯、新婚世帯
③空家を賃借し、リフォームする移住者、子育て
　世帯、新婚世帯
(※1)

18歳になった日に属する年度の3月31日までの子

どもと同居している世帯

現在、福井県に住所を有していない方または福井県

に住所を有して2年を経過しない方

(※2)

婚姻届を提出し、受理されてから3年を経過しない夫

婦からなる世帯

(※3)

問
※住宅の建設または販売をした業者が、町内に主
　たる営業所を有する建設業者または個人業者の
　場合は、50万円を加算します。


